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一 はじめに 

昭和 56 年 6 月 3 日Ⅴ こ 成立した改正商法 は ，監 

査役の監査報告書に ， 「貸借対照表 文 " 損益計 

算書 / 作成二関スル 会計方針 / 変更 ガ 相当 テ ル 

ヤ否ヤ 政友理由」を 記載しなければならない 

( 商法 281 条 ノ 3 第 2 項 5 号 ) と定め，商法の 規 

定 として，初めて「会計方針」という 語を法律 

用語として用いるに 至った・ これに体ない ， 

「株式会社の 貸借対照表，損益計算書及び 附属 

明細書に関する 規則」 ( 昭和 38 年法務省令 31 号 ) 

が ，「株式会社の 貸借対照表， 損益計算書， 営 

業報告書及び 附属明細書に 関する規則」 ( 以下， 

計算書類規則という。 ) に改められ，昭和 57 年 

4 月 24 日に公布され ，同年 10 月 1 日から施行さ 

れたのであ るが，その 3 条 1 項は，会計方針に 

ついて次のように 規定している・ 

「資産の評価の 方法，固定資産の 減価償却の 

方法，重要な 引当金の計上の 方法その他の 重要 

な貸借対照表又は 損益計算書の 作成Ⅴ こ 関する会 

計方針は，貸借対照表又は 損益計算書に 注記し 

なければならない・ただし 商法第 285 条 ノ 2 

第 1 項に規定する 評価の方法その 他その採用が 

原則とされている 会計方針については ， この限 

りでないⅠ 

この会計方針制度の 新設は，昭和 56 年改正商 

法の目的の 1 つであ る企業の情報開示の 充実と 

強化につたがるものであ る・ しかし，計算書類 

規則 3 条 1 項によると，開示すべき 具体的な会 

計方針は ， ①資産の評価の 方法，②固定資産 

の 減価償却の方法，③重要な 引当金の計上の 方 

法，④その他の 重要な貸借対照表又は 損益計算 

書の作成に関する 会計方針とだけ 規定するにと 

どまり，それ 以上の詳細な 規定を設けていない・ 

そこで，商法上， この会計方針という 法律用 

語の意味を検討すべき 課題が残っていることは 

明らかであ るから，本稿では ，専ら会計方針の 

意義・内容・ 範囲等 に ついて論ずることとし 

継続性の原則と 深い関係をもつ 会計方針の変 

更 ，開示およびその 監査については ，別の機会 

に検討することとした・ 

二 会計方針の定義 

会計方針という 表現が使用されたのは ， 国 

際会計基準において ， 会計方針 (Accounting 

Policy コ という言葉が 用いられていること ，お 

よび， この言葉の中には ，経営者に よ り採用さ 

れた原則だけではなく ，会計処理の 手続も含ま 

れているところ ( 国際会計基準 t 号 8 項 ) から， 

このような用語を 用いたものであ る 1), と 説明 

されている・ 

そこで，会計方針という 新しい概念を 明らか 

にするためには ，国際会計基準および 企業会計 

原則等において ， どのような取扱いがなされて 

いるかを，必然的に 検討することとなる・ 
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アメリカ公認会計士協会の 会計原則審議会 

LAccountingPrinciples 肋 ard,APB コが 1972 年 

4 月に公表した APB 意見 22 号の「会計方針の 

開示 C Ⅱ sclosureofAccountingPolicies コ 」は， 

「 6 財務諸表を公表せんとする 会計報告主体の 

会計方針とは ，そのおかれている 状態において ， 

財政状態，財政状態の 変動，経営成績を 一般に 

認められた会計原則 仁 従い，適正に 表示するた 

めに会計主体の 主宰老に よ り最も適当と 判断さ 

れるものであ り，それゆえに 財務諸表の作成に 

それぞれ採用される 特定の原則であ り， その適 

用方法であ る。 」と定めているので ，これを要約 

すれば， 「財務諸表の 作成に作用される 特定の 

原則および適用方法」をい う ものと解されてい 

る，， ． 

1975 年 1 月に公表された 国際会計基準 3) 1 号 

8 項「会計方針の 開示」に よ ると， 「 8 会計方 

針は，財務諸表の 作成表示に際して ，経営者に 

ょり採用される 原則，基準，慣行，規程および 
手続を包含している・ 同じ問題についてさえ 

も，多くの異なった 会計方針が用いられてい 

る・その企業が 置かれた環境のもとで ，財政状 

態の経営成績を 適正に表示するのに 最も適切な 

会計方針を選択適用するにあ たっては，判断が 

必要となる。 」という内容になっている・ 

APB 意見 22 号が「特定の 原則であ り， その 

適用方法であ る。 」としているのに 対し国際会 

計 基準の場合は ， 「経営者にょり 採用される原 

則，基準，慣行，規程および 手続を包含してい 

る。 」 という点で， 会計方針に対する 解釈が， 

国際会計基準の 方が若干広めよ う に考えられ 

る。 ，， と指摘されている・ 

計算書類規則が 昭和 57 年 4 月に改正される 所 

の 3 条では， 「評価の方法その 他の会計の処理 

の方法を変更したときは ，その旨及びその 変更 

に よ る増減額を貸借対照表又は 損益計算書に 注 

記しなければならない・ただし ，その変更が 軽 

微 であ ると ぎ は， この限りでない。 」 と規定す 

るが，会計方針という 語は用いられていない・ 

しかし会計方針というのは ，実質的には ， 

たとえば，減価償却について ，定額法をとるか 

定率法をとるかというようなことであ り， 「会 

計の処理の方法」と 同一であ るとの見解。 ，が， 

昭和 56 年の商法改正当時に 示されている・そう 

であ れ ば ， 旧 計算書類規則においても ，実質的 

には，会計方針について 規定がなされていたと 

いうことになろう・ 結局，貸借対照表等によっ 

て会社の財産・ 損益の状況を 正確に判断するた 

めの前提となる「会計処理の 方法」等の事項と 

いうことであ る。 ). 

昭和 56 年 10 月 9 日に，法務省民事局参事官室 

から公表された「法務省令制定性関する 問題 

点」の「 二 貸借対照表及び 損益計算書」の 1 

は， 「次の事項を 貸借対照表又は 損益計算書の 

注記事項とすることはどうか・ け 貸借対照表及 

び損益計算書の 作成について 採用した重要な 会 

計方針 ( 注 ) 重要な会計方針の 範囲については ， 

どう考えるべきか ( 企業会計原則第姉・ 一 C 参 

照 ) 。 」という形式で ，会計方針を 取り扱ってい 

沫， Ⅰ． 

この点，経済団体連合会は ， 「たな師資産 お 

よび有価証券の 評価，有形固定資産の 償却なら 

びに収益の認識に 関して採られた 重要な会計 処 

理の方法に限定したらえで ，貸借対照表および 
損益計算書に 注記するとの 規定を設けるべ き で 

あ る。 」 と主張し 重要な若干の 項目に限定す 

べぎであ ると説いている・ 日本公認会計士協会 

は ， 「注記すべ き 重要な会計方針の 範囲を省令 

に詳細に定めることは 適当でなく，公正社会計 

慣行の形成にゆだれ るべ ぎであ る。 」と主張し 

注記には賛成するが ，その範囲は 公正な会計慣 

行に委ねるべきであ ると説いたの・ 

この ょ 5 な論議を背景にして ，計算書類規則 

3 条が改正され ，企業会計原則も 修正されるに 

及んだのであ る・ 

昭和 56 年 6 月の商法及び 商法特例 法 の一部改 

正に基づき，商法の 計算・公開等に 関する規定 

が 改正され，企業会計原則に 関する規定が 含ま 

れていることに 体ない，企業会計審議会に 2 9, 

企業会計原則の 見直しについて 審議・検討され 
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た ・その結果，昭和 57 年 4 月 20 日に公表され 

たところによると ， 従来の企業会計原則の 第一 

「一般原則」の「 四 企業会計は，財務諸表に 

よって， 制害 関係者に対し 必要な会計事実を 明 

瞭に表示し 企業の状況に 関する判断を 誤らせ 

ないようにしなければならない．」 および 「 五 

企業会計は， その処理の原則及び 手続を毎期継 

続して適用しみだりにこれを 変更してはなら 

ない・」を受けて ， 企業会計原則注解の ( 注 1-2 コ 

「重要な会計方針の 開示について」という 項目 

を新たに設けることとなった・ これまでの企業 

会計原則は， 個別に具体的な 事項を挙げてその 

注記を要求していたことを 考えると，新しい 試 

みといえよう・それによると ， 「財務諸表には ， 

重要な会計方針を 注記しなければならない・ 会 

計方針とは，今案が 損益計算書及び 貸借対照表 

の作成し当たって ， その財政状態及び 経営成績 

を正しく示すために 採用した会計処理の 原則 及 

び 手続並びに表示の 方法をい う ・ " 代替的な会 

計基準が認められていない 場合には，会計方針 

の注記を省略することができる．」とされてい 

る ． 

要約すれば， 会計方針とは ， 1 っ の会計事実 

についていく っ かの一般に認められた 代替的な 

方法が存在することを 前提として，企業がその 

中かから選択適用した 方法であ ること ", 会計 

方針は，会計処理の 方法のみならず ，財務諸表 

の表示の方法にもかかわるものであ ること， そ 

して， 会計方針 は， 特に財政状態および 経営成 

績を ， 正しく示すために 採用されたものであ る 

こと 9), ということになる・ 

このことは， 国際会計基準 1 号 8 項について 

も 同様の分析をすることができるⅢ．すなわ 

ち， 第一に，企業会計原則は ， 財務諸表作成に 

当たっての会計処理の 原則および手続という 選 

択可能な方法を 前提とし 第二に，適正な 表示 

の方がべタ ーと 解するが， 「正しく示すため」 

のものとし 第三に， 表示の方法にも 会計方針 

が認められることを 明示しているのであ る "). 

国際会計基準では ， 「原則，基準，慣行， 規 

程 および手続」という 表現を採用しているのに 

対し 企業会計原則注解 ( 注 1-2 コ は ， 「会計処理 

の原則及び手続並びに 表示の方法」という 規定 

の仕方であ るという点で ，両者の間に 組 坤が 生 

じているかのような 様相を呈しているが ， これ 

ほ ついては， いずれも，会計処理および 表示の 

うえで， 選択採用の対象としうる 代替的な方法 

を総称しているのであ るから，両者の 間にとり 

たてて差異を 認めうるわけではない ",, と説か 

れている． 

企業会計原則注解 ( 注 1-2) では，代替的な 会 

計基準が認められていない 場合には，会計方針 

の注記を省略することができるとしているが ， 

これに対して ，計算書類規則では ，原則性さえ 

あ れば よい こととされている・ この点， 計算書 

類規則の場合，重要でないから 記載がないのか ， 

原則だから記載がないのかという 問題は残るた 

め③，利用者の 方で困惑することも 考えられる・ 

財務諸表規則においても ， 計算書類規則と 同様 

に，企業会計原則のような 規定が設げられてい 

ない・ この点については ， 財務諸表規則が ， 開 

示内容の充実の 観点から，従来の 開示レベルは 

原則として下げないとの 立場に立っていること 

によ るものと説明されているが ， 明らかに代替 

的な会計基準の 認められない 場合であ って， し 

かも・ その会計基準が 広く周知され ，普遍的な 

会計処理基準とて ，一般に広く 適用されている 

ようなものについては ， 当然のこととして 会計 

方針としての 記載を要しないこととした ， と 説 

かれている・ 

そして， その具体的事例として ，①外貨 建資 

産および負債の 本邦通貨への 換算基準として ， 

昭和 54 年 6 月 26 日付企業会計審議会報告「覚貨 

建 取引等会計処理基準」を 適用している 場合， 

②一般の商工業会社が 収益の計上基準として 引 

渡基準を採用している 場合，③費用の 計上基準 

として発生基準を 採用している 場合等が挙げら 

れている "). 

企業会計原則の 修正を ぅ げて， 同様の観点か 

ら，昭和 57 年 9 月 21 日に改正された「財務諸表 
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等の用語，様式及び 作成方法に関する 規則」 ( 以 

下， 財務諸表規則と 略称する・ ) 8 条 ノ 2 は， 

「財務諸表作成のために 採用している 会計処理 

の原則及び手続並びに 表示方法」を 会計方針と 

している・ ここにおいても ，会計方針の 具体的 

な 概念に触れた 規定はない・ しかし企業会計 

原則における 定義に合致するもの ，。 ' と 解されて 

いる． 

修正企業会計原則における 会計方針の概俳 

も ，改正計算書類規則における 会計方針の概俳 

も，実質的には 大きな差異はないと 解すべぎで 

あ ろう，。 ). 

「会計方針」とは 何か，その概念については ， 

商法自体はもちろんのこと ，計算書類規則も 明 

らかにしていない・ したがって， この点につい 

ての明確化 は 「公正なる会計慣行」 ( 商法 32 条 

2 項 ) を代表するものとしての 企業会計原則に 

委ねられることになるⅥ， との見解があ る・ 

商法の立場からすると ，商法 32 条 2 項の勘 酌 

規定からして ，商法 281 条 ノ 3 第 1 項 5 号およ 

び計算書類規則における 会計方針は，企業会計 

原則注解 ( 注 1-2) の規定に従って 解すべきであ 

るから，「会計方針」とは ，「企業が損益計算書 及 

び 貸借対照表の 作成に当たってその 財政状態及 

び経営成績を 正しく示すために 採用した会計処 

理の原則及び 手続」を意味することになる、 8), 

しかし計算書類規則では ，貸借対照表また ほ 

損益計算書の「記載方法」については ，別に定 

められている ( 計算書類規則 3 条 3 項 ) ため。 こ ， 

企業会計原則注解 ( 注 1-2) に定められているも 

ののうち， 「表示の方法」は 除かなければなら 

ない、 9). 

三 重要な会計方針の 意義 

修正企業会計原則注解 ( 注 1-2 コ によ ると，「 財 

務 諸表にほ，重要な 会計方針を注記しなければ 

ならない・」と 定めているが ，ここでいう「重要 

な会計方針」を 考慮するに当って ，参考となる 

のは，国際会計基準 1 号であ る・すなわち ， 経 

富者が適切な 経営方針を選択適用し 財務諸表 

を作成する際に 考慮しなければならない 事項と 

して，①慎重性 Cp 「 uden 。 。 コ， ②形式よりも 実 

質の優先 (,substance over form コ， ③重要性 

CmeteriaIity コ とが挙げられている・ 

ここで， 「慎重性」とし ぅ のは， 「多くの取引 

は，不可避的に ，不確実のもとにあ る・ このこ 

とは，財務諸表を 作成するにあ たって，慎重性 

の行使により 認識され ば げればならない． しか 

しながら，慎重性は ，秘密積立金の 設定を正当 

化するものではない・」という 意味のものであ 

る・ また， 「形式よりも 実質の優先」とは ， 「取 

引，およびその 他の事象は，単に 法的形式面に 

では なくて， その実質と財務的形態に 基づいて 

会計処理され ，表示されなければならない．」も 

のであ る・そして，「重要性」とは ， 「財務諸表 

は，評価または 意思決定を左右するに 足る重要 

な項目のすべてを 開示しなければならない ，」 

ものであ る． 

これら 3 つの事項は， 財務諸表を作成するに 

あ たって考慮しなければならない 重要な要素で 

はあ るが，「重要性」という 事項に相当するもの 

が 「重要な会計方針」と ぃ 5 ことになる． 

たとえば，具体的には ，棚卸資産や 有価証券 

の評価方法，減価償却資産の 減価償却 ( 償却方 

法，耐用年数，残存価額 ), 収益費用の計上基 
準等の重要な 計算基準が， 「重要な会計方針に 

該当することとなる ， 0). 

この点，会計の 目的は，企業の 利害関係者が 

経済的意思決定を 行な う 際に役立っ有用な 財務 

的情報を，彼等に 提供することであ るから， 重 

要 性も誰にとっていかなる 意味で重要であ るか 

が明らかにされなければならないという 前提か 

ら，企業の利害関係者には 多種多様のバルー 

プめがあ るものの， 主な財務諸表利用者によっ 

て意思決定のために 要求され，利用される 財務 

会計情報には ，利害関係者すなわち ，財務諸表 

利用者にとって 最大の関心事として ， 「企業の 

収益 力 」があ るから，重要性は 特に「企業の 収 

益力」を示す 指標であ る当期純利益に 対する 影 
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響いかんによって 判断されなければならないと 

いう見解 功 があ る・ この立場によると ，利害関 

係者の意思決定に 役立つ情報，特に「企業の 収 

益力」の指標としての 当期純利益に 影響を及 は 

す 情報であ るかどうかが 重要性の判断の 基準で 

あ るから，「重要な 会計方針」とは ，財務諸表 

利用者の意思決定に 関係があ り，大きな影響を 

及ぼすおそれのあ る会計処理の 原則および手続 

とその適用方法を 明らかにし説明するところ 

のものでなければならない 23), ということにな 

る 

計算書類規則 3 条 1 項 の 「その他の重要な 会 

計方針」という 場合の重要性の 判断は，貸借対 

照表等の利用者がその 記載から会社の 財産状態 

を 判断するのにつぎ 参考となる程度が 重要かど 

うかに よ る 牡 ．いずれにしても ，重要性を有す 

るかどうかの 判断は，経営者が 自己の責任にお 

いてなすべきものであ る・ 

四 会計方針の範囲 

計算書類規則 3 条 1 項但書は， 「商法第 あ 5 条 

ノ二 第 1 項に規定する 評価の方法その 他その採 

用が原則とされている 会計方針については ， こ 

の限りでな い ・」と規定しているから ， 商法然 5 

条 ノ 2 第 1 項に規定する 流動資産の評価の 方法 

その他その採用が 原則とされている 会計方針が 

採用されているときは ， 開示を要しないのであ 

る・ この但書の中の「その 他」の例としては ， 

日本公認会計士協会会計制度委員会 仁よ る昭和 

58 年 7 月 7 日の「商法の 計算書類における 重要 

な会計方針の 開示について」に よ ると， 収益の 

計算基準に適用される 実現主義，費用の 計上基 

準に適用される 発生主義等が 該当すると解され 

ている． 

企業会計原則注解の ( 注 1-2 コ によ ると，会計 

方針の例としては ，次のようなものがあ る・ 

ィ 有価証券の評価基準及び 評価方法 

ロ たな師資産の 評価基準及び 評価方法 

"  固定資産の減価償却方法 

二 繰延資産の処理方法 

ホ 外貨 建 資産・負債の 本邦通貨への 換算 基 

準 

へ 引当金の計上基準 

ト 費用・収益の 計上基準 

これら 7 項目のうち， 二 ～ トは ついては，少 

なくとも一般の 事業会社にあ っては， いずれも 

注記すべき事項にはならないとの 批判的見解が 

みられる・すなわち ，繰延資産の 処理方法につ 

いては，貸借対照表上残高が 開示され，しかも ， 

開発費，開業費，試験研究費の 会計額が法定準 

備金を超過する 場合には， その超過額も 注記す 

るということになっており ， さらに，商法にお 

いて定められている 一定年限内に 均等 額 以上の 

償却をすることが 義務づげられ ， それ以外の代 

替的な償却方法が 認められていた い こと，外貨 

建ての資産・ 負債の本邦通貨への 換算基準につ 

いても，すでに ，企業会計審議会は「覚貨取引 

等会計処理基準を 定めており， それ以外の代替 

的な方法が認められていないこと ， 引当金につ 

いても， 引当金という 名称が付されていれば ， 

重要でない引当金の 計上基準も全部注記事項と 

するかのごとぎ 供 示も適当とはいえたいこと ，。 ， 

などが挙げられている． 

これ 仁 対して， 先の日本公認会計士協会会計 

制度委員会の 見解は以下のとおりであ る・ すな 

わち， 繰延資産の処理方法については ， 「繰延 

資産は，一定の 期間内に毎期均等 額 以上の償却 

をしなければならないこととされており ，償却 

の方法に選択があ るので， これを開示する 必要 

があ る・ 

また， 繰延資産に計上することが 認められて 

いるものは， これをその支出時において 費用と 

して処理するか 又は資産に計上するかいずれか 

を 選択できるので ， これに関する 処理方法を開 

示する必要があ る・」と説明している   

繰延資産の場合には ，減価償却における 定率 

法 とか定額法というような 明確な償却方法はな 

いが，その償却方法の 幅が広いだげに ，かえっ 

てその開示の 必要性を肯定すべぎであ る減との 
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見解も示されている・ 

利害関係人は ，貸借対照表や 損益計算書を 通 

して会社の財産および 損益の状態についで 判断 

するのであ るから，繰延資産の 処理方法も，計 

算書類規則 3 条 1 項に定める「その 他の重要な 

会計方針」に 含まれると解される ",. 

外貨 建 資産及び負債の 本邦通貨への 換算基準 

についても「覚貨 建 資産及び負債の 本邦通貨へ 

の換算は『覚貨塵取引等会計処理基準 ] に基づ 

いて行われる・ しかしながら ， この基準では ， 

代替的な会計基準が 認められていないから ， こ 

の『覚貨塵取引等会計処理基準 コで 示されてい 

る範囲内で処理が 行われている 場合には，会計 

方針としてこれを 開示しなくても 会社の財産 及 

び 損益の状態を 誤らせることにはならないであ 

ろう． 

しかしながら ，マルチカ ノソ シー・ p 一ソ 及 

び長期為替予約等の 会計処理 仁 ついては 丁 外貨 

塵取引等会計処理基準』に 定めがなく，実務上， 
会社が適当と 考える方法に よ り処理を行ってい 

る・ また，著しい 為替相場の変動が 生じた場合 

又は通貨体制が 変更された場合等， 『覚貨塵取 

引等会計処理基準』に 定められた 損 算の方法を 

そのまま適用することが 適当でないと 認められ 

る場合は，それに 対応した特別の 処理がなされ 

る場合もあ る・ この ょう な場合は， それを開示 

する必要があ る・ 

なお，外貨建売買取引を 主たる営業活動とし 

て 営んで い る商社等においては ， 企業活動に特 

殊性があ るため『覚貨 塵 取引等会計処理基準』 

がそのまま適用されない 場合があ る・ この場合 

も， 同様に開示が 必要であ る．」 と説明してい 

る・当該基準を 適用するのが 適当でないとうな 

企業活動に特殊性があ るのであ れば， この見解 

のようにその 方法を注記する 必要があ るものと 

解すべきであ る・ 

さらに，重要な 引当金の計上方法について ， 

「引当金は， その設定要件を 具備している 限り 

必ず計上すべきものであ って， これを計上する 

かを任意に選択することはできない・ しかしな 

がら，引当金のうちには ，その計上金額の 算定 

方法として，二 つ 以上の方法が 存在している 場 

合があ る・その一例として 退職給与引当金をあ 

げることができる ，退職給与引当金の 設定方法 

としては，将来支給額予測方式，期末 要 支給額 

計上方式及びこれらに 基づく現価方式があ り， 

そのいずれを 採用するかによって 計上額を異に 

する， このように，引当金の 計上額の算定方法 

として二つ以上の 方法が存在している 場合に 

は ， これを開示する 必要があ る・ 

また， 引当金のうちには ，会社固有の 事情 仁 

基づいて計上され ，その計上額も 固有の条件に 

基づいて算定されるものがあ り，その計上理由 

及び算定方法の 開示が社会の 財産及び損益の 状 

態を判断する 上で特に必要となるものがあ る・ 

このような場合 仁は ， これを開示する 必要があ 

る 

引当金が重要であ るか否かは，個々の 会社の 

実情に基づいて 判断しなければならない・」と 

説いている． 

最後に，費用・ 収益の基準については ，「収益 

は，実現主義の 原則 仁 従い，一般的に 引渡基準 

によって計上される・ 費用は，発生主義の 原則 

に 従って計上される・ このような一般原則に 従 

っている限り ， これに関する 会計方針を開示す 

る必要はない・ 

しかしながら ，割賦販売や 延拡販売等による 

収益の計上については 割賦販売基準又は 延私腹 

元基準等の採用が 認められており ， また，長期 

の請負工事に 関する収益の 計上については ，工 

事進行基準の 採用が認められている・ このよう 

な， 一般原則と異なる 基準により収益及び 費用 

の計上が行なわれている 場合には， これを開示 

する必要があ る．」と説明する・ 

これらについても ，計算書類規則 3 条 1 項に 

定める「その 他の重要な会計方針」に 含まれる 

と解すべきであ ろう． 

結局，企業会計原則注解 ( 注 1-2 コが 列挙する 

事項について 批判的見解は ，一般的立場 仁 基づ 

いた場合の考え 方であ り，他方， 日本公認会計 
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士 協会会計制度委員会の 説明は， これら批判的 

立場を踏まえた ぅ えで，かなり 具体的かつ特殊 

な状況を想定した 考え方であ るといえよ う ・実 

務的な観点からすれば ，企業会計原則注解 ( 注 

1-2 コのように，具体的項目が 多い方が，実際上 

会計方針として 記載すべ きか 否かにっき判断す 

るさいには， 便利であ る． 

財務諸表規則 8 条 / 2 は，以下のものを 挙げ 

ている． 

一 有価証券の評価基準及び 評価方法 

二 たな師資産の 評価基準及び 評価方法 

三 固定資産の減価償却の 方法 

四 繰延資産の処理方法 

五 外貨建の資産及び 負債の本邦通貨への 換 

算基準 

大 引当金の計上基準 

七 収益及び費用の 計上基準 

八 その他財務諸表作成のための 量 要 な事項 

計算書類規則では ， 会計方針の具体何として 

列挙されている 事項は， 企業会計原則および 財 

務諸表規則の 場合に比較して ，少ないことはす 

でに指摘されていることであ る・ しかし，計算 

書類規則に明示されてはいないが ， 企業会計原 

則 および財務諸表規則に 列挙されている 事項 

は，計算書類規則が 定めているその 他の重要な 

貸借対『 表 又は損益計算書の 作成に関する 会計 

方針」の中に 包含できるものであ るから，その 

内容は同一であ ると解される・ 重要性の程度 

は ， その会社において 当該会計方針がもつ 意味 

による・特に ，繰延資産の 項目が，計算書類規 

則の中で明示されなかったのは ，「わが国実践会 

計において繰延資産の 会計処理等は 比較的乏し 

い 事例と解したものとも 考えられよ 52". 」と 

説かれている． 

ただ，重要な 外貨 建 資産・負債については ， 

計算書類規則 23 条 ノ 2 Q 資産 ) および 32 条 ノ 2 

( 負債 ) が，その旨を 貸借対照表に 注記しなけれ 

ばならないと 規定している・ また，引当金につ 

いて， 特に「重要な」という 表現が付け加えら 

れた根拠は，引当金の 計上理由・額の 算定方法 

等が ，一般には附属明細書の 注記事項となって 

いること ( 計算書類規則 47 条 1 項Ⅰ 号 ) および 

すべての引当金が 会社の財産の 状況において 重 

要な意味をもつものではないことを 配慮したも 

のであ る，。 ', と 説明されている． 

重要な会計方針として 例示した 7 項目につい 

ては， おおむね， 従来の財務諸表規則上各条文 

において， それぞれ財務諸表に 注記しなければ 

ならないものとして 規定されていたものを 1 管 

所にまとめて 記載することとしたものと ，一般 

的に説明されている． 

企業会計原則と 財務諸表規則との 間の違い 

は，形式的には ，企業会計原則には ，財務諸表 

規則に定める「その 他財務諸表作成のための 重 

要 な事項」が規定されていないという 点だげに 

あ る・ この問題に関して「それは ， 企業会計原 

則では， 主要な項目を 例示するという 形をとっ 

ているためであ ると考えられる 30). 」との指摘 

があ る・ この ょう な場合，例示的列挙 か ， それ 

とも限定的列挙であ るかが争われるけれども ， 

企業会計原則の 場合， 注解の ( 注 1-2 コは ， 「会計 

方針の例としては ，次のようなものがあ るⅠ 

として， 7 項目を挙げているのであ るから， 明 

らかにいわゆる 例示的列挙をしているものと 解 

すべきであ る・ したがって，投資勘定の 金額が 

巨額であ る場合およびリース 取引が多くあ る場 

合の会計処理についての 会計方針が別個に 含ま 

れるし また， この企業会計原則は ，個別財務 

諸表を前提としているから ， 連結財務諸表の 場 

合には，連結範囲基準， 持分 法 適用の方針， 税 

効果会計の方法等も 会計方針に加えられる ", と 

考えられている・ 

財務諸表規則 8 号に該当する 事項としては ， 

当面， 支払利息を資産の 取得原価に算入する 会 

計処理を採用している 場合のその会計処理の 内 

容，適格退職年金制度等を 採用している 場合の 

過去勤務費用の 会計処理の内容等が 予定されて 

いる ")( 財務諸表規則取扱要領 9 の 12). 

APB 意見書 22 号は， 企業に よ る会計方針に 

ついて通常求められる 開示の例として「連結の 
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方針， 償却方法， 無形資産の償却， たな 卸 評価 

方法，試験研究および 開発費，外国通貨の 換算， 
長期工事契約についての 利益の認識， フラソチ 

ャイ ズ およびリース 営業からの収益の 認識」を 

含むものとしている．無形資産の 償却について ， 

企業会計原則の 場合の ハ ，財務諸表規則の 場合 

の三，計算書類規則の 場合の②において 取り上 

げられていないことを 除いて， APB 意見書 22 

号 仁 列挙されている 事項は，計算書類規則， 企 

業 会計原則および 財務諸表規則に 列挙されてい 

る事項と， 実質的には同一と 考えて良い・ 

なお， この意見書に 示されている「無形資産 

の償却」が，企業会計原則等では 取り上げられ 

ていない理由として ，次のような 見解が示され 

ている・ すなわち， 「わが国の会計実務では ， 

無形固定資産 ( ただし営業権 を除く ) の償却 

はもっぱら定額償却という 形をとって行われる 

ために，一般に 認められた代替的な 方法が存在 

する余地がないためであ ると考えられる 隅 Ⅰ 

と解されている・ 

五 まとめにかえて 

計算書類規則，企業会計原則および 財務諸表 

規則を， 「企業会計法」としての 構成部分と解 

するならば「会計方針」という 新しい概念を ， 

昭和 56 年の商法改正を 契機に取り入れ ， しか 

も， その内容 ヰこ 共通性を持たせたということは 

「企業会計法」という 新しい領域の 体系化とい 

う点からも，極めて 望ましいことであ る・ ま 

た， この ょう な相当程度の 画一化がなければ ， 

経理自由の原則はあ るものの 柑 ，企業情報開示 

の 徹底という点で 後退するものと 思われる・ 

「会計方針」の 内容をなす具体的な 記載事項 

について， 国際会計基準等にならって⑤， 明確 

化したことは ，情報公開という 面で，強化・ 拡 

充がはかられたことになり ， このことは，英米 

理会計の基底に 流れる開示主義への 方向を従来 

よりも一層強めた⑥という 評価がなされてい 

る・ 

会計方針の採用の 多様性は，その 結果として， 

財務諸表の利用者に 多くの混乱と 誤解を招くも 

のであ る・企業が，多様な 会計方針の選択の 自 

由を有していて ， 仮 りに一度選択した 会計方針 

を「継続性の 原則」によって 変更を拘束するこ 

とができたとしても ，常に生み出される 類似の 

事象や条件の 相違 仁 よって同一の 会計方針でも 

異なった情報結果が 生じやすいⅥ・ したがっ 

て，財務諸表利用者の 立場から，会計方針の 諸 

問題が明確化されなけれ ば ならない⑧・ 財務諸 

表の利用者に 企業についての 判断を誤さらしめ 

ず， さらに進んで 的確な判断を 可能にするため 

にも，。 ), 会計方針につぎ ，実質的に統一化され 

たと評価してもよい 状況のもとでは ，大きな実 

効性を今後示すものと 思われる・ 

ただしその場合でも ，理論的解明をしてお 

くべ き 課題があ る．すなわち ，会計方針の 定義 

および範囲の 問題のほか，会計方針の 変更，開 

示および監査の 問題が，会計学との 関係 に おい 

て ゅ 検討されないでは ，商法上の会計方針をめ 

で
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